
新 旧 

第４ 心臓機能障害 １～３ 略 

 

問 答 

(１)先天性心疾患による心臓機能

障害をもつ者が満 18 歳以降に新

規で手帳申請した場合、診断書及

び認定基準は、それぞれ「18歳以

上用」と「18歳未満用」のどちら

を用いるのか。 

 

 

(２)問答(１)において、新規で手

帳申請した場合の取扱いについ

て示されているが、再認定の場合

における診断書や認定基準も同

様の取扱いとなるのか。 

 

 

 

(３)大動脈と冠動脈のバイパス手

術を行う予定の者が、更生医療で

(１)それぞれ「18歳以上用」のも

のを使うことが原則であるが、成

長の度合い等により、「18歳以上

用」の診断書や診断基準を用いる

ことが不適当な場合は、適宜「18

歳未満用」により判定することも

可能である。 

 

(２)同様の取扱いである。 

 

 

 

 

 

 

 

(３)手術前の状態が認定基準に該

当していれば認定可能である。な

第４ 心臓機能障害 １～３ 略 

 

問 答 

(１)先天性心疾患による心臓機能

障害をもつ者が満 18 歳以降に新

規で手帳申請した場合、診断書及

び認定基準は、それぞれ「18歳以

上用」と「18歳未満用」のどちら

を用いるのか。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

(２)大動脈と冠動脈のバイパス手

術を行う予定の者が、更生医療で

(１)それぞれ「18歳以上用」のも

のを使うことが原則であるが、成

長の度合い等により、「18歳以上

用」の診断書や診断基準を用いる

ことが不適当な場合は、適宜「18

歳未満用」により判定することも

可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)手術前の状態が認定基準に該

当していれば認定可能である。な



心臓手術を受けるために、身体障

害者手帳交付申請があったが、認

定できるか。 

 

 

 

 

(４)18 歳以上用の診断書の「３ 

心電図所見」の「シ その他の心

電図所見」及び「ス 不整脈があ

るものでは発作中の心電図所見」

の項目があるが、認定基準及び認

定要領等にはその取扱いの記載

がないが、これらの検査データは

どのように活用されるのか。 

 

(５)ペースメーカ等を植え込みし

たもので、「自己の身辺の日常生

活活動が極度に制限されるもの」

（１級）、「家庭内での日常生活活

動が著しく制限されるもの」（３

級）、「社会での日常生活活動が著

しく制限されるもの」（４級）はど

お、術後再認定を行うように指導

する。 

  また、バイパス手術の実施のみ

をもって心臓機能障害と認定す

ることは適当ではない。 

 

 

(４)診断医が「活動能力の程度」等

について判定する際の根拠とな

り得るとの理由から、シ・スの二

項目が加えられており、必要に応

じて当該検査を実施し、記載する

こととなる。 

 

 

 

(５) 

ア 植え込み直後（植込みから３

年以内）の判断については、次の

とおりとする。 

 「自己の身辺の日常生活活動が

極度に制限されるもの」（１級）

とは、日本循環器学会の「不整脈

心臓手術を受けるために、身体障

害者手帳交付申請があったが、認

定できるか。 

 

 

 

 

(３)18 歳以上用の診断書の「３ 

心電図所見」の「シ その他の心

電図所見」及び「ス 不整脈があ

るものでは発作中の心電図所見」

の項目があるが、認定基準及び認

定要領等にはその取扱いの記載

がないが、これらの検査データは

どのように活用されるのか。 

 

(４)ペースメーカ等を植え込みし

たもので、「自己の身辺の日常生

活活動が極度に制限されるもの」

（１級）、「家庭内での日常生活活

動が著しく制限されるもの」（３

級）、「社会での日常生活活動が著

しく制限されるもの」（４級）はど

お、術後再認定を行うように指導

する。 

  また、バイパス手術の実施のみ

をもって心臓機能障害と認定す

ることは適当ではない。 

 

 

(３)診断医が「活動能力の程度」等

について判定する際の根拠とな

り得るとの理由から、シ・スの二

項目が加えられており、必要に応

じて当該検査を実施し、記載する

こととなる。 

 

 

 

(４) 

ア 植え込み直後（植込みから３

年以内）の判断については、次の

とおりとする。 

 「自己の身辺の日常生活活動が

極度に制限されるもの」（１級）

とは、日本循環器学会の「不整脈



のように判断するのか。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の非薬物治療ガイドライン」

（2011 年改訂版）のクラスⅠに

相当するもの、又はクラスⅡ以下

に相当するものであって、身体活

動能力（運動強度：メッツ）の値

が２未満のものをいう。 

 「家庭内での日常生活活動が著

しく制限されるもの」（３級）と

は、同ガイドラインのクラスⅡ以

下に相当するものであって、身体

活動能力（運動強度：メッツ）の

値が２以上４未満のものをいう。 

 「社会での日常生活活動が著し

く制限されるもの」（４級）とは、

同ガイドラインのクラスⅡ以下

に相当するものであって、身体活

動能力（運動強度：メッツ）の値

が４以上のものをいう。 

イ 植え込みから３年以内に再認

定を行うこととするが、その際

の判断については次の通りとす

る。 

 「自己の身辺の日常生活活動が

のように判断するのか。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の非薬物治療ガイドライン」

（2011 年改訂版）のクラスⅠに

相当するもの、又はクラスⅡ以下

に相当するものであって、身体活

動能力（運動強度：メッツ）の値

が２未満のものをいう。 

 「家庭内での日常生活活動が著

しく制限されるもの」（３級）と

は、同ガイドラインのクラスⅡ以

下に相当するものであって、身体

活動能力（運動強度：メッツ）の

値が２以上４未満のものをいう。 

 「社会での日常生活活動が著し

く制限されるもの」（４級）とは、

同ガイドラインのクラスⅡ以下

に相当するものであって、身体活

動能力（運動強度：メッツ）の値

が４以上のものをいう。 

イ 植え込みから３年以内に再認

定を行うこととするが、その際

の判断については次の通りとす

る。 

 「自己の身辺の日常生活活動が



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(６)発作性心房細動のある「徐脈

頻脈症候群」の症例にペースメー

カを植え込んだが、その後心房細

動が恒久化し、事実上ペースメー

カの機能は用いられなくなって

いる。この場合、再認定等の際の

等級は、どのように判定するべき

か。 

 

極度に制限されるもの」（１級）

とは、身体活動能力（運動強度：

メッツ）の値が２未満のものを

いう。 

 「家庭内での日常生活活動が著

しく制限されるもの」（３級）と

は、身体活動能力（運動強度：メ

ッツ）の値が２以上４未満のも

のをいう。 

 「社会での日常生活活動が著し

く制限されるもの」（４級）とは、

身体活動能力（運動強度：メッ

ツ）の値が４以上のものをいう。 

 

(６)認定基準の18歳以上の１級の

イ「ペースメーカ等を植え込み、

自己の身辺の日常生活活動が極

度に制限されるもの、先天性疾患

によりペースメーカ等を植え込

みしたもの、３級のイ「ペースメ

ーカ等を植え込み、家庭内での日

常生活活動が著しく制限される

もの」及び４級のウ「ペースメー

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(５)発作性心房細動のある「徐脈

頻脈症候群」の症例にペースメー

カを植え込んだが、その後心房細

動が恒久化し、事実上ペースメー

カの機能は用いられなくなって

いる。この場合、再認定等の際の

等級は、どのように判定するべき

か。 

 

極度に制限されるもの」（１級）

とは、身体活動能力（運動強度：

メッツ）の値が２未満のものを

いう。 

 「家庭内での日常生活活動が著

しく制限されるもの」（３級）と

は、身体活動能力（運動強度：メ

ッツ）の値が２以上４未満のも

のをいう。 

 「社会での日常生活活動が著し

く制限されるもの」（４級）とは、

身体活動能力（運動強度：メッ

ツ）の値が４以上のものをいう。 

 

(５)認定基準の18歳以上の１級の

イ「ペースメーカ等を植え込み、

自己の身辺の日常生活活動が極

度に制限されるもの、先天性疾患

によりペースメーカ等を植え込

みしたもの、３級のイ「ペースメ

ーカ等を植え込み、家庭内での日

常生活活動が著しく制限される

もの」及び４級のウ「ペースメー



 

 

 

 

 

 

(７)人工弁移植、弁置換に関して、 

ア 牛や豚の弁を移植した場合

も、人工弁移植、弁置換として認

定してよいか。 

イ また、僧帽弁閉鎖不全症によ

り人工弁輪移植を行った場合

も、アと同様に認定してよいか。 

 

 

(８)本人の肺動脈弁を切除して大

動脈弁に移植し、切除した肺動脈

弁の部位に生体弁(牛の弁)を移

植した場合は、「人工弁移植、弁置

換を行ったもの」に該当すると考

えてよいか。 

 

(９)肺高血圧症に起因する肺性心

カ等を植え込み、社会での日常生

活活動が著しく制限されるもの」

の規定には該当しないものとし

て、その他の規定によって判定す

ることが適当である。 

 

(７) 

ア 機械弁に限らず、動物の弁（生

体弁）を移植した場合も同様に取

り扱うことが適当である。 

イ 人工弁輪による弁形成術のみ

をもって、人工弁移植、弁置換と

同様に取り扱うことは適当では

ない。 

 

(８)肺動脈弁を切除した部位に新

たに生体弁を移植していること

から、１級として認定することが

可能である。 

 

 

 

(９)二次的障害であっても、その

 

 

 

 

 

 

(６)人工弁移植、弁置換に関して、 

ア 牛や豚の弁を移植した場合

も、人工弁移植、弁置換として認

定してよいか。 

イ また、僧帽弁閉鎖不全症によ

り人工弁輪移植を行った場合

も、アと同様に認定してよいか。 

 

 

(７)本人の肺動脈弁を切除して大

動脈弁に移植し、切除した肺動脈

弁の部位に生体弁(牛の弁)を移

植した場合は、「人工弁移植、弁置

換を行ったもの」に該当すると考

えてよいか。 

 

(８)肺高血圧症に起因する肺性心

カ等を植え込み、社会での日常生

活活動が著しく制限されるもの」

の規定には該当しないものとし

て、その他の規定によって判定す

ることが適当である。 

 

(６) 

ア 機械弁に限らず、動物の弁（生

体弁）を移植した場合も同様に取

り扱うことが適当である。 

イ 人工弁輪による弁形成術のみ

をもって、人工弁移植、弁置換と

同様に取り扱うことは適当では

ない。 

 

(７)肺動脈弁を切除した部位に新

たに生体弁を移植していること

から、１級として認定することが

可能である。 

 

 

 

(８)二次的障害であっても、その



により、心臓機能に二次的障害が

生じた場合、検査所見及び活動能

力の程度が認定基準に該当する

場合は、心臓機能障害として認定

できるか。 

 

(10)解離性大動脈あるいは大動脈

瘤に起因する障害は極めて心臓

機能障害に類似しており、かつ日

常生活活動が著しく制限される

ため、心臓機能障害に準じて障害

認定の対象範囲に含めることが

できるか。 

 

(11)心臓機能障害について、心電

図所見と活動能力の程度が一致

しない場合、等級をどのように認

定すべきか。例えば、 

ア 心電図所見が１級相当であ

り、活動能力の程度が３級相当の

場合 

イ 心電図所見が３級相当であ

り、活動能力の程度が１級相当の

心臓機能の障害が認定基準に該

当し、かつ、永続するものであれ

ば、心臓機能障害として認定する

ことが適当である。 

 

 

(10)心臓機能障害として障害認定

の対象となりうるのは、心臓その

ものの機能障害及び心臓に直接

影響を及ぼすと思われる上行大

動脈及び大動脈弓部に起因する

機能障害に限られるものである。 

 

 

(11)活動能力の程度とこれを裏付

ける客観的所見（主に胸部エック

ス線所見及び心電図所見）により

認定を行う。具体的には、 

ア 活動能力の程度は３級相当で

あり、客観的所見は３級（以上）

を裏付けるものであることから、

等級は３級相当と判断する。 

イ 活動能力の程度は１級相当で

により、心臓機能に二次的障害が

生じた場合、検査所見及び活動能

力の程度が認定基準に該当する

場合は、心臓機能障害として認定

できるか。 

 

(９)解離性大動脈あるいは大動脈

瘤に起因する障害は極めて心臓

機能障害に類似しており、かつ日

常生活活動が著しく制限される

ため、心臓機能障害に準じて障害

認定の対象範囲に含めることが

できるか。 

 

(10)心臓機能障害について、心電

図所見と活動能力の程度が一致

しない場合、等級をどのように認

定すべきか。例えば、 

ア 心電図所見が１級相当であ

り、活動能力の程度が３級相当の

場合 

イ 心電図所見が３級相当であ

り、活動能力の程度が１級相当の

心臓機能の障害が認定基準に該

当し、かつ、永続するものであれ

ば、心臓機能障害として認定する

ことが適当である。 

 

 

(９)心臓機能障害として障害認定

の対象となりうるのは、心臓その

ものの機能障害及び心臓に直接

影響を及ぼすと思われる上行大

動脈及び大動脈弓部に起因する

機能障害に限られるものである。 

 

 

(10)活動能力の程度とこれを裏付

ける客観的所見（主に胸部エック

ス線所見及び心電図所見）により

認定を行う。具体的には、 

ア 活動能力の程度は３級相当で

あり、客観的所見は３級（以上）

を裏付けるものであることから、

等級は３級相当と判断する。 

イ 活動能力の程度は１級相当で



場合 

 

 

 

(12）肢体不自由などで身体活動能

力（メッツ）が測定できない場合

は、どのように評価をすればよい

のか。 

 

 

(13)ペースメーカ等の植え込みか

ら３年を経過した者からの新規

申請の場合、問答(４)(イ)の基準

を用いればよいか。 

また、再認定の必要があるか。 

 

(14)ペースメーカ等を植え込みし

た者について、クラスやメッツの

値では３級相当の障害であるが、

心臓機能障害の認定基準の１

（１）ア（４級の場合は１（２）

ア）を満たす所見が認められる場

合、上位の等級に認定してよい

あるが、客観的所見は３級相当し

か裏付けていないことから、等級

は３級相当と判断する。 

 

(12）障害の状態によって評価が困

難な場合には、植え込み後の心機

能の検査所見等から類推するな

ど、医学的見地に基づき判断す

る。 

 

(13)お見込みのとおり。 

なおこの場合、更なる再認定の必

要はない。 

 

 

 

(14)お見込みのとおり、上位の等

級に認定しても差し支えない。な

お、３年以内の再認定は必要であ

る。 

 

 

 

場合 

 

 

 

(11）肢体不自由などで身体活動能

力（メッツ）が測定できない場合

は、どのように評価をすればよい

のか。 

 

 

(12）ペースメーカ等の植え込みか

ら３年を経過した者からの新規

申請の場合、問答（４）（イ）の基

準を用いればよいか。 

また、再認定の必要があるか。 

 

(13）ペースメーカ等を植え込みし

た者について、クラスやメッツの

値では３級相当の障害であるが、

心臓機能障害の認定基準の１

（１）ア（４級の場合は１（２）

ア）を満たす所見が認められる場

合、上位の等級に認定してよい

あるが、客観的所見は３級相当し

か裏付けていないことから、等級

は３級相当と判断する。 

 

(11）障害の状態によって評価が困

難な場合には、植え込み後の心機

能の検査所見等から類推するな

ど、医学的見地に基づき判断す

る。 

 

(12）お見込みのとおり。 

なおこの場合、更なる再認定の必

要はない。 

 

 

 

(13）お見込みのとおり、上位の等

級に認定しても差し支えない。な

お、３年以内の再認定は必要であ

る。 

 

 

 



診断書・意見書の記載上の注意【心臓】 略 

 

か。また、再認定は必要か。  

診断書・意見書の記載上の注意【心臓】 略 

 

か。また、再認定は必要か。  



  



  



  



  



第５ じん臓機能障害 （１）～（３） 略 

診断書・意見書の記載上の注意 【じん臓】 

１ 総括表 

（１）①障害名(部位も明記） 

障害部位について、じん臓機能障害と記載すること。 

（２）②原因となった疾病・外傷名 

疾病名は腎機能悪化の直接の原因となった腎障害の名称を記載する

こと。例えば、「慢性腎不全」は原因ではないので、「糖尿病性腎

症」のように種類が明らかなものは具体的に記載し、不明な時は疑

わしい疾患名を記載すること。 

（３）③疾病・外傷発生年月日 

不明確の場合は推定年月を記入すること。 

（４）④参考となる軽過・現症 

ア 傷病の発生から現状に至る経過及び現症について、障害認定の

うえで参考となる事項を簡潔に記載すること。 

イ 腎機能低下の推移が分かるように、透析導入に至るまでの数

回、透析導入時、透析導入した後数回の血清クレアチニン濃度

（最大間隔透析前値）の数値を本欄又は「６ その他参考となる

身体状況 ウ 血清クレアチニン濃度等」に明記する。内因性クレ

アチニンクリアランス値及びeGFR により認定する場合はその数

値を本欄に明記する。その際には検査日を併記すること。 

ウ 透析導入時の数値で判断するのではなく、透析導入後の数回の

第５ じん臓機能障害 （１）～（３） 略 

診断書・意見書の記載上の注意 【じん臓】 

１ 総括表 

（１）①障害名(部位も明記） 

障害部位について、じん臓機能障害と記載すること。 

（２）②原因となった疾病・外傷名 

できる限り正確な疾病名を記載すること。例えば、「慢性腎不全」

は病名ではないので、「糖尿病性腎症」のように種類が明らかなも

のは具体的に記載し、不明な時は疑わしい疾患名を記載すること。 

 

（３）③疾病・外傷発生年月日 

不明確の場合は推定年月を記入すること。 

（４）④参考となる軽過・現症 

ア 傷病の発生から現状に至る経過及び現症について、障害認定の

うえで参考となる事項を簡潔に記載すること。 

イ 腎機能低下の推移が分かるように、透析導入に至るまでの数

回、透析導入時、透析導入した後数回の血清クレアチニン濃度

（最大間隔透析前値）の数値を本欄又は「６ その他参考となる

身体状況 ウ 血清クレアチニン濃度等」に明記する。内因性クレ

アチニンクリアランス値及びeGFR により認定する場合はその数

値を本欄に明記する。その際には検査日を併記すること。 

ウ 透析導入時の数値で判断するのではなく、透析導入後の数回の



数値で判断すること。（検査日と数値を一覧表にしても可） 

エ 障害固定日は、その等級に至った年月日を必ず記載すること。 

（５）⑤総合所見 

ア 経過及び現症からみて、障害認定に必要な事項、特にじん臓機

能、臨床症状、日常生活の制限の状況について明記し、併せて将

来再認定の要否（１級は『不要』、３・４級は『要』に○）、時

期（１級は記載不要、３・４級は推定記入）等を必ず記載するこ

と。 

イ 今後永続的に透析療法を要する旨の意見を記入すること。 

（６）診断日、病院又は診療所の名称、所在地、診療担当科名、医師

名、㊞漏れなく記載すること。（診断日は、障害固定日以降の日付

となるので注意すること。） 

２ その他の留意点 

（１）等級判定に当たっては、数値のみでなく、高齢の方や体重の少な

い方、日常生活が制限されている方については、患者の現状を考慮

した上で等級判定することとしているので、総合所見欄又は別紙に

具体的な状況を明記すること。 

（２）ボールペン等消しゴムで消えない筆記具で記入すること。 

（３）訂正箇所には診断書・意見書記載医師による訂正印を押印するこ

と。 

 

 

 

数値で判断すること。（検査日と数値を一覧表にしても可） 

エ 障害固定日は、その等級に至った年月日を必ず記載すること。 

（５）⑤総合所見 

ア 経過及び現症からみて、障害認定に必要な事項、特にじん臓機

能、臨床症状、日常生活の制限の状況について明記し、併せて将

来再認定の要否（１級は『不要』、３・４級は『要』に○）、時

期（１級は記載不要、３・４級は推定記入）等を必ず記載するこ

と。 

イ 今後永続的に透析療法を要する旨の意見を記入すること。 

（６）診断日、病院又は診療所の名称、所在地、診療担当科名、医師

名、㊞漏れなく記載すること。（診断日は、障害固定日以降の日付

となるので注意すること。） 

２ その他の留意点 

（１）等級判定に当たっては、数値のみでなく、高齢の方や体重の少な

い方、日常生活が制限されている方については、患者の現状を考慮

した上で等級判定することとしているので、総合所見欄又は別紙に

具体的な状況を明記すること。 

（２）ボールペン等消しゴムで消えない筆記具で記入すること。 

（３）訂正箇所には診断書・意見書記載医師による訂正印を押印するこ

と。 

 

 

 



  



  



第６ 呼吸器機能障害 （１）～（３） 略 

診断書・意見書の記載上の注意【呼吸器】 略 

 

第６ 呼吸器機能障害 （１）～（３） 略 

診断書・意見書の記載上の注意【呼吸器】 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



  



第７ ぼうこう又は直腸機能障害 １～２ 略 

診断書・意見書の記載上の注意【ぼうこう・直腸】 略 

 

第７ ぼうこう又は直腸機能障害 １～２ 略 

診断書・意見書の記載上の注意【ぼうこう・直腸】 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



  



第８ 小腸機能障害 １～３ 略 

 

（表１） 

日本人の推定エネルギー必要量 

 

年齢 

（歳） 

エネルギー （Kcal／日） 

男 女 

 

０～５(月) 

 

６～８（月） 

 

９～11(月) 

 

１～２ 

 

３～５ 

 

６～７ 

 

８～９ 

 

 

  ５５０ 

 

  ６５０ 

 

  ７００ 

 

  ９５０ 

 

１，３００ 

 

１，３５０ 

 

１，６００ 

 

 

  ５００ 

 

  ６００ 

 

  ６５０ 

 

  ９００ 

 

１，２５０ 

 

１，２５０ 

 

１，５００ 

 

第８ 小腸機能障害 １～３ 略 

 

（表１） 

日本人の推定エネルギー必要量 

 

年齢 

（歳） 

エネルギー （Kcal／日） 

男 女 

 

０～５(月) 

 

６～８（月） 

 

９～11(月) 

 

１～２ 

 

３～５ 

 

６～７ 

 

８～９ 

 

 

  ５５０ 

 

  ６５０ 

 

  ７００ 

 

  ９５０ 

 

１，３００ 

 

１，３５０ 

 

１，６００ 

 

 

  ５００ 

 

  ６００ 

 

  ６５０ 

 

  ９００ 

 

１，２５０ 

 

１，２５０ 

 

１，５００ 

 



10～11 

 

12～14 

 

15～17 

 

18～29 

 

30～49 

 

50～64 

 

65～74 

 

75以上 

１，９５０ 

 

２，３００ 

 

２，５００ 

 

２，３００ 

 

２，３００ 

 

２，２００ 

 

２，０５０ 

 

１，８００ 

１，８５０ 

 

２，１５０ 

 

２，０５０ 

 

１，７００ 

 

１，７５０ 

 

１，６５０ 

 

１，５５０ 

 

１，４００ 

 

「食事による栄養摂取量の基準」 

（令和２年厚生労働省告示第１０号） 

 

診断書・意見書の記載上の注意【小腸】 略 

 

 

 

10～11 

 

12～14 

 

15～17 

 

18～29 

 

30～49 

 

50～69 

 

70以上 

１，９５０ 

 

２，３００ 

 

２，５００ 

 

２，３００ 

 

２，３００ 

 

２，１００ 

 

１，８５０ 

１，８５０ 

 

２，１５０ 

 

２，０５０ 

 

１，６５０ 

 

１，７５０ 

 

１，６５０ 

 

１，５００ 

「食事による栄養摂取量の基準」 

（平成27年厚生労働省告示第199号） 

 

 

 

 

診断書・意見書の記載上の注意【小腸】 略 

 

 

 



  



  



第９ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 １～２ 略 

診断書・意見書の記載上の注意【免疫】 略 

 

第９ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 １～２ 略 

診断書・意見書の記載上の注意【免疫】 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



  



第１０ 肝臓機能障害 １ 略 

 

２ 障害程度の認定について 

 （１） 肝臓機能障害の認定は、肝臓機能を基本とし、肝臓機能不全に

基づく臨床症状、治療の状況、日常生活活動の制限の程度によっ

て行うものである。 

（２） 肝臓機能検査、臨床症状、治療の状況と日常生活活動の制限の

程度との間に極端な不均衡が認められる場合には、慎重な取扱

いをして認定する必要がある。 

（３） 患者の訴えが重視される所見項目があるので、診察に際して

は、患者の主訴や症候等の診療録への記載に努めること。 

（４） 肝臓移植術を行った者の障害程度の認定は、現在の肝臓機能

検査の結果にかかわらず、抗免疫療法を実施しないと仮定した

場合の状態で行うものである。 

（５） 身体障害認定基準を満たす検査結果を得るため、必要な治療

の時期を遅らせる等のことは、本認定制度の趣旨に合致しない

ことであり、厳に慎まれたい。 

（６） 初めて肝臓機能障害の認定を行う者であって、Child-Pugh分

類の合計点数が 7点から 9点の状態である場合は、1年以上 5年

以内の期間内に再認定を実施すること。 

 

肝臓機能障害 認定基準早見表 

第１０ 肝臓機能障害 １ 略 

 

２ 障害程度の認定について 

 （１） 肝臓機能障害の認定は、肝臓機能を基本とし、肝臓機能不全に

基づく臨床症状、治療の状況、日常生活活動の制限の程度によっ

て行うものである。 

（２） 肝臓機能検査、臨床症状、治療の状況と日常生活活動の制限の

程度との間に極端な不均衡が認められる場合には、慎重な取扱

いをして認定する必要がある。 

（３） 患者の訴えが重視される所見項目があるので、診察に際して

は、患者の主訴や症候等の診療録への記載に努めること。 

（４） 肝臓移植術を行った者の障害程度の認定は、現在の肝臓機能

検査の結果にかかわらず、抗免疫療法を実施しないと仮定した

場合の状態で行うものである。 

（５） 身体障害認定基準を満たす検査結果を得るため、必要な治療

の時期を遅らせる等のことは、本認定制度の趣旨に合致しない

ことであり、厳に慎まれたい。 

（６） 初めて肝臓機能障害の認定を行う者であって、Child-Pugh分

類の合計点数が 7点から 9点の状態である場合は、1年以上 5年

以内の期間内に再認定を実施すること。 

 

肝臓機能障害 認定基準早見表 



 

アルコール 

非摂取 

積 極 的

治療 

２ 回 連

続 

７ 点

以上 

２回連続 

３項目(※)

以上が２点

以上 

該当個数 

１級 ○ ○ ○ ○ ５個以上 

２級 ○ ○ ○ ○ 
３個以上（a～g

含む） 

３級 ○ ○ ○  
３個以上（a～g

含む） 

４級 ○ ○ ○  １個以上 

※３項目…肝性脳症又は腹水を含む３項目とする。 

注１ すべての項目を満たす場合にそれぞれの等級に該当する。 

注２ 肝臓移植を行った者で抗免疫療法中の者は、上記に関わらず

１級に該当。 

 

診断書・意見書の記載上の注意【肝臓】 略 

 

 

アルコール 

非摂取 

積 極 的

治療 

２ 回 連

続 

７ 点

以上 

２回連続 

３点項目

あり 

該当個数 

１級 ○ ○ ○ ○ ５個以上 

２級 ○ ○ ○ ○ 
３個以上（a～g

含む） 

３級 ○ ○ ○  
３個以上（a～g

含む） 

４級 ○ ○ ○  １個以上 

注１ すべての項目を満たす場合にそれぞれの等級に該当する。 

注２ 肝臓移植を行った者で抗免疫療法中の者は、上記に関わらず

１級に該当。 

 

 

診断書・意見書の記載上の注意【肝臓】 略 

 

 

 

 

 

 



  



  



＜交付日予約における留意事項＞ 略 

 

＜交付日予約における留意事項＞ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


